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会議の顛末

本会議（３月１２日）

議長（川上守）

ただいまの出席議員数は９人です。

定足数に足していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

議案第１４号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算（第６号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１４号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算（第６号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は原案のとおり

可決されました。

日程第２

議案第１５号 令和元年度若桜町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４号）を議題

とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１５号 令和元年度若桜町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４号）を採決

します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は原案のとおり

可決されました。

日程第３

議案第１６号 令和元年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第４号）を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１６号 令和元年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第４号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は原案のとおり

可決されました。



日程第４

議案第１７号 令和元年度若桜町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１７号 令和元年度若桜町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は原案のとおり

可決されました。

日程第５

議案第１８号 令和元年度若桜町簡易水道

事業特別会計補正予算（第５号）を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１８号 令和元年度若桜町簡易水道

事業特別会計補正予算（第５号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は原案のとおり

可決されました。

日程第６

議案第１９号 令和元年度若桜町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第１９号 令和元年度若桜町公共下水

道事業特別会計補正予算（第４号）を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号は原案のとおり

可決されました。

日程第７

議案第２０号 令和元年度若桜町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。



質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２０号 令和元年度若桜町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）を採決

します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号は原案のとおり

可決されました。

日程第８

議案第２１号 令和元年度若桜町赤松団地

造成事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２１号 令和元年度若桜町赤松団地

造成事業特別会計補正予算（第１号）を採決

します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号は原案のとおり

可決されました。

日程第９

議案第２２号 令和元年度若桜町財産区造

林事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２２号 令和元年度若桜町財産区造

林事業特別会計補正予算（第１号）を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号は原案のとおり

可決されました。

日程第１０

議案第２３号 令和元年度若桜町索道事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２３号 令和元年度若桜町索道事業

特別会計補正予算（第３号）を採決します。

お諮りします。



本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号は原案のとおり

可決されました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会します。

   午後 １時３７分  散 会


